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【一般会計】

　最終予算額は、歳入歳出それぞれ９５億７，３８２万円

です。これに対し、歳入決算額は９７億２，９８９万３千

円で収入率は１０１．６％、歳出決算額は９２億２，２６４万円

で執行率は９６．３％、翌年度へ繰越される額は、５億

７２５万３千円となりました。

【特別会計】

《国民健康保険特別会計》

　最終予算額は、歳入歳出それぞれ３４億８，１３０万８

千円です。

　これに対し、歳入決算額は３４億４，２０２万７千円で、

収入率９８．９％、歳出決算額は３２億８，１３０万円で執行

率９４．３％、翌年度へ繰越される額は、１億６，０７２万７

千円となりました。

《老人保健医療特別会計》

　最終予算額は、歳入歳出それぞれ２６億４，７６５万円

です。

　これに対し、歳入決算額は２６億１，８９４万４千円で、

収入率９８．９％、歳出決算額は２６億１，６６６万７千円で

執行率９８．８％、翌年度へ繰越される額は、２２７万７千

円となりました。

《介護保険特別会計》

　最終予算額は、歳入歳出それぞれ２０億２，３８５万円

です。これに対し、歳入決算額は２０億４万４千円

で、収入率９８．８％、歳出決算額は１９億４，８１６万２千円

で執行率９６．３％、翌年度へ繰越される額は、５，１８８万

２千円となりました。

《下水道事業特別会計》

　最終予算額は、歳入歳出それぞれ１５億３７４万８千

円です。これに対し、歳入決算額は１５億１６９万６千

円で、収入率９９．９％、歳出決算額は１４億４，０４３万２千

円で執行率９５．８％、翌年度へ繰越される額は、６，１２６

万４千円となりました。

差引額（Ａ－Ｂ）歳出決算額（Ｂ）歳入決算額（Ａ）会 計 名

５０７，２５３９，２２２，６４０９，７２９，８９３一 般 会 計

１６０，７２７３，２８１，３００３，４４２，０２７国民健康保険

特別会計

２，２７７２，６１６，６６７２，６１８，９４４老人保健医療

５１，８８２１，９４８，１６２２，０００，０４４介 護 保 険

６１，２６４１，４４０，４３２１，５０１，６９６下水道事業

２７６，１５０９，２８６，５６１９，５６２，７１１小 計

７８３，４０３１８，５０９，２０１１９，２９２，６０４合 計

歳入歳出決算の総額歳入歳出決算の総額 （単位：千円）

葉山町役場　〒２４０－０１９２　葉山町堀内２１３５　�０４６－８７６－１１１１（代）　� ０４６－８７６－１７１７（代）

問合せ　財政課　�内線３２１、３２２

※各会計の歳入歳出決算額の内訳は１１月号に掲載します。
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財政健全化指標の状況財政健全化指標の状況

　平成２０年４月に「地方公共団体の財政の健全化に

関する法律」が一部施行され、地方公共団体は、国

の算定基準に基づき平成１９年度決算から、財政の健

全性を示す４つの指標（健全化判断比率）と公営企業

の経営状況を明らかにする指標（資金不足比率）を

公表することが義務付けられました。

　平成２０年度決算からは、各指標が基準を超えた場

合には、財政の早期健全化や再生等を図る計画の策

定が義務付けられます。

　葉山町の平成１９年度決算に基づく各指標の算定結

果は、いずれも基準を下回っています。

○早期健全化基準：自治体の自主的な改善努力による

財政健全化を図るため、①から④のうち一つでも基

準以上となった場合、財政健全化計画を議会の議決

を経て策定し、公表するとともに都道府県知事に報

告する。

○財政再生基準：国の関与による確実な再生を図るた

め、①から③のうち、１つでも基準以上となった場

合、財政再生計画を議会の議決を経て策定し、公表

するとともに総務大臣に報告する。

○経営健全化基準：公営企業の自主的な改善努力によ

る経営健全化を図るため、資金不足比率が基準以上

となった場合、経営健全化計画を議会の議決を経て

策定し、公表するとともに都道府県知事に報告す

る。

※標準財政規模とは、地方公共団体の標準的な状態で

通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示

すもので、標準税収入額等に普通交付税額と臨時財

政対策債発行可能額を加えた額をいう。

２　資金不足比率（資金不足額の事業規模に対する比率）

経営健全化基準資金不足比率会 計 名

２０．００％－
（資金不足になっていない）

下水道事業特別会計

１　健全化判断比率

財政再生基準早期健全化基準健全化判断比率説 明指 標

２０．００％１４．２７％－
（赤字になっていない）

一般会計等を対象とし
た実質赤字の標準財政
規模に対する比率

①実質赤字比率

４０．００％１９．２７％－
（赤字になっていない）

全会計を対象とした実
質赤字の標準財政規模
に対する比率

②連結実質赤字
比率

　３５．００％２５．０％１．９％

一般会計等が負担する
元利償還金に下水道事
業債の償還の財源に充
てられたと認められる
繰入金等を加えた準元
利償還金の標準財政規
模に対する比率

③実質公債費 
比率

３５０．０％　４．９％

一般会計等が将来負担
すべき実質的な負債の
標準財政規模に対する
比率

④将来負担比率


